
平成２７年１０月からマイナンバーの通知、平成２８年１月からのマイナンバー 
利用開始まで期間が迫ってまいりました。 
【制度実施の流れ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
公共機関に提出する法定書類にマイナンバーの記載が必須になります。 
平成28年1月以降（一部は平成29年1月以降）社会保険や税の手続きに必要な法定書
類へのマイナンバーの記載義務が課せられます。 
 ①パートやアルバイトを含め、全従業員と扶養家族のマイナンバーを順次取得 
 ②社内システム（人事・給与システムなど）にマイナンバーを保管・管理 
 ③源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載 
マイナンバーを含む個人情報（特定個人情報）の漏えいは適切に管理することが義務
付けられており、マイナンバーの流出は「法律により厳しく罰せられます」。 
このため、事業者はマイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、減失、の防止のため、
必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。 

平成27年１０月 
 
マイナンバーの通
知を住民票の住所
へ送付開始 
 
 
 

平成2８年１月 
 
社会保険・税・災
害対策の手続きで
マイナンバーの利
用開始 
申請者に個人番号
カードを配布 

平成29年１月 
 
国の行政機関の間
で情報連携を開始 
 
 
 
 

平成29年１月 
 
地方公共団体等を
含めた情報連携を
開始 
 
 
 

従業員 
扶養家族 

社内システム 
（人事・給与など） 

市町村役所 税務署 
健保組合・年金機構 

職業安定所 

給与支払報告書 源泉徴収票 健康保険・厚生年金・雇用保険 

本人認証 
セキュリティ強化 



FBI認定、FIPS201およびFAP20 Mobile ID 適合
の高品質な画像読み取り性能を持つ指紋認証装置で
す。従来品と比較して大幅に小型化しました。 

マウスタイプと同等のセンサーを使用した、USB接
続可能な認証装置です。 

光学式指紋認証センサーを内蔵したマウスです。 

エンタープライズ向け 
ID管理ソフトウェア 

OmniPass SSO 

ハムスター Plus マウス Plus 

ハムスター Pro 20 ハムスター Pro Duo 

お問い合わせ SecuGen製品 日本総代理店 

株式会社エスアイ インフォジェニック 

〒113-0033 東京都文京区本郷4-9-25 真成館ビル 

TEL : 03-3816-8749  FAX : 03-3816-8929 

URL : http://www.sig-c.co.jp 

e-Mail : secu-sales@sig-c.co.jp 

指紋とICカードリーダーの一体型認証装置です。 
従来の高品位な指紋読み取りにICカードリーダーの
機能を加え１台のデバイスで2要素認証を可能にしま
した。 

キャンペーンの内容 

期間：平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 
条件：対象製品を１度の購入で機器台数が１０台を超えるお客様 
内容：最大50％の特別割引でご提供いたします。 
    （※製品により割引率が異なります。）          
【対象製品】 


